
事 務 連 絡 

平成１８年１０月１３日 

 

 

都道府県介護保険担当主管課（室） 御中 

 

 

厚生労働省老健局計画課  

 

 

「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準 

について」等の一部改正について 

 

介護保険制度の円滑な推進については、種々ご尽力いただき厚くお礼申し上げま

す。 

さて、「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」

等の一部改正を別添のとおり行いましたので、情報提供させていただきます。 

 

 

 

 

 

〈照会先〉 

厚生労働省老健局計画課企画法令係 

                TEL 03-5253-1111(内線3929) 

 





（別添） 

 

１ 「指定居宅サービス等及び指定介護予防サービス等に関する基準について」

（平成１１年老企第２５号）の一部改正 

   別紙１のとおり改正する。 

 

 

２ 「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準について」（平

成１２年老企第４３号）の一部改正 

   別紙２のとおり改正する。 

 

 

３ 「介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準について」

(平成１２年老企第４４号）の一部改正 

   別紙３のとおり改正する。 

 

 

４ 「指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準について」(平

成１２年老企第４５号) の一部改正 

   別紙４のとおり改正する。 

 

 

５ 「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基

準について」（平成１８年老計発第 0331004 号、老振発第 0331004 号、老老発

第 0331017 号）の一部改正 

   別紙５のとおり改正する。 

 

 


















